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No. 
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0152・53・54 街区の群造形のありかた

基本計画協議 2019.12.27

高層部サインはWEST 棟・EAST 棟で
異なるサインを設置

大屋根の形状は、一体ではなく切り離した
デザインとし、風の抜けとスケールアウト
の解消を図る

縦フィン下部は
フィンのピッチを
小さくし、
圧迫感を低減

アーバンスケールと
ヒューマンスケールの
両立のため、
スリットを介して
縦フィンのスケールを
上下で変化させる

縦フィン上部のフィンピッチを
大きくし、遠方からも縦強調のラインが
視認できるよう配慮

ホテルボリュームと
オフィスボリューム間に
スリットを設け
デザインの混同を防止

それぞれに方位に
適したしつらえの
環境外皮を組合せ
ボリュームの分節
を図る

圧迫感の低減とオフィスボリュームとの
一体感創出のため、
ガラスの壁と白い壁を組み合わせた
分節のデザインとする

横浜駅側みなとみらい大通りより みなとみらい大通りとすずかけ通りの交差点より

リズミカルな分節デザインの精緻化
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基本計画協議 scale 1 : xxx

外構計画（グランモールプラザ -2） 05

2019.12.27

グランモールプラザ
屋根を備えた多目的に使える大広場
● 多彩なイベント、アクティビティに対応できるフラットな広場
● 大小、高低それぞれ役割の異なる屋根群による機能的な場所づくり
● 可動式ファニチャー、ポット植栽等の設置によるにぎわいの演出

キープラングランモールプラザ平面計画 1/600

プラザイメージ（中景）

大屋根の断面イメージ

イノベーション
ギャラリー（1F）

ゲートルーフ
・54街区から続くガラス
屋根と 53街区大屋根
とのレベル差解消
・夏期日照の多い場所に
日陰をつくる

グリーンルーフ
・2階・3階まで立体的に緑
を連続し、空間の広がり
を作る
・日照を利用した緑の育成

エントランスルーフ

ステージルーフ

ガラス屋根
広場全体を覆い雨を防ぎ、
光と風の通る大きなシェルター

・音楽イベント対応の音響・照明
設備を内包した屋根

・個別の小屋根群

一定の高さ ・場に応じた屋根高さの変化
・光、風、視線の抜け

夏至に 6h/ 日の
日照範囲



1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

資料２景ー５



2 

 
 

 
 

 
 



 
※実施設計後イメージ図



｢屋外広告物｣について(報告事項) 

1 

桜木町駅側駅舎／中央地区 

（完成イメージ） 
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｢海上支柱｣について(報告事項) 支柱イメージ

■海上支柱基礎形状

本図はイメージであり､計画の進行により実際の施設とは異なる場合がございます。

（参考図） 面取りをさらに削り、角Rとした
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周辺市街地への配慮について

前回の景観審査部会で頂いたご意見：周辺市街地とのボリューム差を軽減するために、中間的スケールで繋ぐことが必要ではないか　／　風環境にはどう対応するのか

（立面 概念図）
A 地区B 地区C - 2 地区D - 2 地区 周辺市街地（神奈川二丁目）周辺市街地（山内ふ頭周辺地区） D - 2 地区D - 2 地区地 B 地区B 地区C - 2 地区C 2 地区C 地区 地地

6

【地区計画（方針）への反映（案）】
《今回、新たに追加》・周辺市街地への圧迫感の軽減に努める。

【地区計画（建築物等の形態意匠の制限）への反映（案）】
・建築物の遊歩道１及びデッキ１に面した１階及び２階部分は、屋内の賑わいが外部におよぶ設えとするため、水辺に向けて開口部やテラスなどを設けること。（まち海軸の賑わいの創出）
《今回、新たに追加》・周辺市街地に面する敷地の建築物は、北側配慮斜線制限などによって圧迫感や長大感を軽減するとともに、遊歩道 1に面した低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じないよう配慮した形態及び意匠とすること。

■低層部はヒューマンスケールでまちの連続性に配慮した景観形成とする

（※都市計画道路（栄千若線）開通後のイメージ）（※都市計画道路（栄千若線）開通後のイメージ）

KeyplanKeyplan

A

CB

―　6　―

　歩行者交通量が多くなる「まちうみ遊歩道」沿いの低層部では、カフェやショップ等

の賑わい機能を連続的に配置して、ヒューマンスケールを感じる設えとし、高層部では
「壁面後退（※道路境界線から 10ｍ後退した位置）」の規制を設ける他、壁面の分節化や色彩計画
により、圧迫感を軽減する景観形成を行います。また、周辺市街地と隣接する地区では、

「最高高さ制限」や「北側配慮斜線」を設け、周辺市街地に配慮した計画とします。
（風環境について）
　C 地区事業者において「環境影響評価」を実施し、防風対策を実施することで、建
設前後で地区内と周辺において風環境に大きな影響がでないことを確認しております。

最高高さを31ｍに制限 最高高さを31ｍに制限

高さ 20ｍ以上で壁面後退を
行い、圧迫感の軽減を図る。

北側配慮斜線

第5種高度地区斜線

北側配慮斜線

北側配慮斜線

1階は、賑わい空間を連続

1階は、賑わい空間を連続

高層部の壁面後退・分節化・
色彩の配慮による圧迫感の軽減

（景観形成の例）

■周辺市街地に配慮した景観の考え方

本地区

  

壁面後退

（北側配慮斜線について）
隣接する地区と同様の制限をかけることで、
周辺市街地との連続性や、圧迫感の軽減を図っている。

※隣接する地区の制限
道路境界線

道路境界線

道路境界線

C

A

B
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本施設・立体駐車場のデザインについて 03
※変更箇所は赤枠または赤字表記

変更後資料



建物のフレーム部分に金物を取り付け、その上に懸垂幕を設置。懸垂幕の素材は風通しの良いメッシュターポリンの予定
ですが、さらに安全面を考慮し、台風や強風時には懸垂幕を降ろすことができる装置の設置を検討中です。
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14北仲通北　A-1・2地区　計画

みなとみらい２１地区北仲通北地区

関内地区

10

みなとみらい２１地区北仲通北地区

関内地区

・緩やかなスカイラインを形成するまとまりある群の中で、A-4地区を頂点とし調和を図りながら北仲北地区のランドマークを創出。
・みなとみらい21地区・関内地区それぞれの景観特性・デザイン要素を取り入れることにより、横浜の新旧が融合する、独自性ある景観デザイン。

・スカインライン及びデザインの方針については変更前（平成２５年時）の考え方を踏襲しています。
・A-1・2地区について中層部の高さの最高限度を一部変更しています。



2
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資料2-3 （非公開）

 

○魅力ある都市景観の形成について（審議）（令和２年１月 28 日）（令和２年２月 26 日）＜非公

開＞

【資料 政－４】

【付議理由】

横浜市が山下ふ頭に誘致を目指すＩＲ（統合型リゾート）は、市が策定する実施方針に基づき事

業者を公募し、事業者を選定した後、市と事業者で区域整備計画を策定することとなっている。 

事業者公募に際し、山下ふ頭における景観形成に求められる考え方についてご意見を伺うため、

政策検討部会に付議した。 

【概要】 

・ 横浜が目指すＩＲの姿を示す「横浜ＩＲの方向性」に記載する都市デザイン・景観形成に関す

るコンセプトと、さらに詳細に事業者に提示する「横浜ＩＲ景観デザインノート」の内容を提

示した。

【結論】 

２回の部会を踏まえ「全体として概ね了承するが、さらに精度を増すために各委員に個別にヒア

リングし、結果を部会長に報告する。」こととなり、各委員に個別ヒアリングを行った後、部会長に

確認して頂いたうえで最終案としてまとめた。

横浜市都市美対策審議会 各部会の開催報告について<非公開案件> 



魅⼒ある都市景観の形成について 
主旨 

横浜市が⽬指すＩＲの姿を発信する「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の⽅向性」において、都市デザイン・景観形成について

記載するとともに、市が事業者に求める事項を「横浜 IR 景観デザインノート」としてとりまとめ、実施⽅針・公募要項に添付しま

す。この内容についてご審議をお願いします。 

１ 具体的な進め⽅ 

ＩＲ推進事業では、横浜が⽬指すＩＲの姿を「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の⽅向性」（以下、「⽅向性」）として取りまと

め、市⺠意⾒募集を⾏い、実施⽅針を策定した上で、事業者を公募することとしています。 

このうち景観に関する考え⽅については、⽅向性で都市デザイン・景観形成に関する４つのコンセプトを記載するとともに、さらに

詳細に事業者に提⽰するものを「横浜ＩＲ景観デザインノート」（以下、「景観デザインノート」）としてまとめ、実施⽅針・公募要

項に添付します。この内容についてご意⾒をいただきます。－① 

さらに、事業者を選定した後、市と事業者で策定する区域整備計画案についてご意⾒をいただきます。－② 

今後のスケジュール（想定） 

※ 区域整備計画︓横浜市と選定した事業者が共同して、IR 施設の具体的な規模及び機能、IR 事業の具体的な計画、
IR 区域の周辺地域の開発並びに整備などを定めた計画。国へ申請し認定を受ける。

２ 「⽅向性」と「景観デザインノート」の位置づけ 

３ ⼭下ふ頭における都市景観の考え⽅ 

※  

都⼼臨海部再⽣マスタープラン 

港からの眺望などを意識し、後背の丘・斜⾯
緑地や周辺建物のスカイラインと調和した⽔
際線の良好な景観を創造し、世界有数の
「美港」としてふさわしい景観形成を進める 

⼭下ふ頭開発基本計画 
「賑わいと活⼒」「憩いと安らぎ」を
兼ね備えた新たな横浜の顔となる
景観の形成 

■ 横浜でこれまで⾏われてきた景観誘導・まちなみ形成の歴史・コンセプトを整理、提⽰することで、事業者⾃⾝に
「横浜らしさ」とは何かを考えさせ、「横浜」との関わり、ストーリーを IR 施設提案時に求める。 

■ ⼭下ふ頭開発基本計画の⽅針に⽰す【視点場】【緑の軸線】【夜間景観】等への配慮を求める。

「新たな顔」と「これまでのまちなみを踏まえること」の両⽴ 

資料２政ー４
（非公開）

（主な記載事項） 
１ 横浜ＩＲ実現への取組の背景 
２ 横浜ＩＲの⽅向性 
・ 基本コンセプト
・ 必要な機能・施設
・ 都市デザイン・景観形成（４つのコンセプト） 
・ スマートシティ・環境・防災
・ スマートな交通環境の構築
・ 観光・経済
・ 依存症対策
・ 治安対策などの懸念事項

４ ＩＲ実現による効果 
・ 観光の振興
・ 地域経済の振興

５ 地域の理解促進・合意形成に向けた取組 
６ スケジュール 

  

実施⽅針 
・ＩＲ整備法第 6
条に基づき、実施
条件などを定めた⽅
針
・実施⽅針に即して
事業者を選定

  

「⽅向性」 
・横浜が⽬指すＩ
Ｒの姿の⽅向性を
市⺠・事業者に向
けて⽰す 
・市⺠意⾒等も踏
まえ策定

反映 

事業者に提⽰

美しい港の景観形成構想 

⽬標像︓ 
世界に誇る「美港」横浜 

  

「景観デザインノート」 
・施設提案の際に事
業者が考えるべき事項
や視点をとりまとめて提
⽰
・実施⽅針・募集要
項の別紙

（主な記載事項） 
１ ４つのコンセプト（再掲） 
２ ⼭下ふ頭の位置づけと背景となる

取組 
・ 上位計画
・ 地区特性
・ なりたち

３ コンセプトを実現するためのアイデア 
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